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( 3) 都市科学部長
・都市科学部ＡＯ入試における出題ミスについて（口頭）

( 4) 工学研究院長（研究院長欠席のため、新井評議員から報告）
・清華大学自動制御工学科（中国）との部局間協定の締結について（資料3-2）

◎以上の報告後、委員から意見・確認等があった。
・立て看板について、建物に無断で取り付け、回収もなく、倒れたりという状況があ

ることから、現状把握と指針を検討していただきたい旨の意見があった。副学長（教
育担当）、学務部長から、大学として明確な規則はないが、サークル等宛てに責任
を持って対応する旨の文章を出したこと、毎年部活を登録する際には誓約書の提出
を義務づけ、その中で立て看板等注意事項の呼びかけを行っていくこと、また、現
状を把握し、事故等がないように検討し見直していきたい旨の発言があった。

Ⅲ 審議事項

１．「危機管理ガイドラインの策定」について
理事（総務担当）から、資料４に基づき、１．危機管理の基本方針、２．危機管理

体制、３．危機管理の手順、４．具体的な危機事象と危機レベルの判断基準について
策定したこと。今後、各事象が発生した場合は、危機管理ガイドラインに基づいて対
応していく旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

２．「国立大学法人横浜国立大学における危機管理に関する規則の一部を改正する規則
（案）」について

理事（総務担当）から、資料５及び５-１に基づき、危機管理ガイドラインの策定に
伴い、危機管理体制等を見直し所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案
のとおり承認された。

３．「大学間学術交流協定の更新」について
理事（国際・地域・広報担当）から、資料６及び６-１～６-３、参考資料に基づき、

①オージイン大学（トルコ）との大学間学術交流協定更新、②ハノイ貿易大学（ベト
ナム）との大学間学術交流協定更新、③交通運輸大学（ベトナム）との大学間学術交
流協定更新について説明があり、質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、委員から、資料６-参考資料の見方やどのように使われるのか、また後半の部
局間協定の空欄箇所について確認があった。理事（国際・地域・広報担当）から、審
議にあたり、現状の交流が活発かどうかが重要になるため、学生の受入・派遣を確認
いただきたいこと、管理する側としては、提案部局、有効期間、担当教員の確認や、
ランキングもわかる範囲で乗せているので参考にしてほしい旨の説明があった。また、
後半の部局間協定については、データが把握できていない現状があるが、大学で管理
すべきと考えるため、今後、補強していきたい旨の発言があった。

４．「国立大学法人横浜国立大学免許状更新講習業務手当支給要項の一部を改正する要項
（案）」について

理事（財務・施設担当）・事務局長 から、資料７及び７-１、参考資料 に基づき、
免許状更新講習業務手当の支給にあたり、その手続きについて別に定めることができ
るよう規定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

５．「横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻」について
理事（総務担当）から、回収資料（机上配付）に基づき、平成29年度の状況（経緯、

判断指標）、弁護士会とのやり取り、法科大学院に関する検討会の設置及び報告書を
踏まえ、平成31年度の学生募集について判断した旨の説明があり、質疑応答後、審議
の結果、経営協議会に付議することが承認された。

なお、委員から当事者法律系からの意見、財政上及びロードマップの影響について
確認があった。理事（総務担当）から、検討、議論を重ねてきたということに対して、
組織の判断は理解できているのではないかの発言があった。

以 上




